
許可番号 申請者名

必ずＰ２９～Ｐ４０に記載の要領を確認の上、確認書類の作成等を行ってください。

確認書類は返却いたしませんので、原本の提出が必要な書類以外は必ず写し（コピー等）を提出してください。　

確認書類については、「結果通知書」の交付日の翌日から１ヶ月を経過した日以後に「溶解処理」にて処分いたします。
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項番６３関係
□エコアクション２１の認証・登録証の写し

Ｐ４０

項番６４・６５関係　　②は該当する場合のみ提出
□①ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の登録証及び付属書等の写し
□②「ＩＳＯ規格の登録に関する誓約書」（様式Ｆ）

Ｐ４０

※提出する確認書類の□にチェックマークを付してください。

※チェックリスト及び確認書類については、「申請の手引き【本編】」Ｐ５の３「【２】綴じ方」に記載のとおり整理の上、提出してください。

項番６１関係
□注記表（施行規則様式第１７号の２）の写し又は有価証券報告書の写し

Ｐ３９

19

項番６２関係　　①②は必ず提出、③～⑥は該当する場合のみ提出
□①「建設機械の保有状況一覧表」（様式Ｄ）　　　　□②建設機械に応じた検査証等の写し
□③自社所有の建設機械であることを明らかにする書類の写し　　　　□④当該建設機械のカタログ資料又は現物写真
□⑤契約書の写し　　　　□⑥「建設機械の使用に関する誓約書」（様式Ｅ）

Ｐ３９

～

Ｐ４０

項番５５関係
□①国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書の写し
□②所属団体と国等との防災協定等に係る書類の写し及び当該防災協定等の対象者であることを明らかにする書類

Ｐ３７

項番５８関係
□①有価証券報告書又は監査証明書の写し　　　　□②会計参与報告書の写し
□③「経理処理の適正を確認した旨の書類」（様式第２号）

Ｐ３７

17

項番５９・６０関係
□①「建設業経理士等名簿」（様式Ｃ）　　　　□②義務的研修を受講済みであることを明らかにする書類の写し
□③当該職員の常勤性を明らかにする書類の写し
□④１級又は２級の登録経理試験の合格証又は登録経理講習の修了証の写し

Ｐ３８

～

Ｐ３９

項番５１関係
□「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」
　　（様式第６号）

Ｐ３６

項番５２関係
□①「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」（様式第７号）
□②建設技能者を大切にする企業の自主宣言の写し

Ｐ３６

項番５４関係
□再生又は更生手続の開始又は終結がなされたことを明らかにする書類の写し

Ｐ３６

項番４６関係
□①ＣＰＤ認定団体によるＣＰＤ単位取得数を証明する書類の写し
□②「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」（様式第４号）
□③当該職員が有する資格を証明する書類等の写し　　　　□④当該職員の常勤性・雇用期間等を明らかにする書類の写し

Ｐ３５

項番４７関係
□①「技能者名簿」（様式第５号）　　　　□②ＣＣＵＳの能力評価（レベル判定）結果通知書の写し
□③審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿の写し
□④当該職員の常勤性・雇用期間等を明らかにする書類の写し

Ｐ３５

項番４８～５０関係
□①基準適合（一般）事業主認定通知書の写し
□②審査基準日において認定の効力を有することを明らかにする書類の写し

Ｐ３６

項番４１関係
□建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査用）の写し

Ｐ３４

項番４２関係
□退職一時金制度又は企業年金制度を導入していることを明らかにする書類の写し

Ｐ３４

項番４３関係
□法定外労働災害補償制度に加入していることを明らかにする書類の写し

Ｐ３４
P３５

5

技術職員等の資格関係
□①検定又は試験の合格証、その他当該職員が有する資格を証明する書類等の写し
□②監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習を受講したことを明らかにする書類の写し
□③「１級監理受講者名簿」（様式Ｂ）

Ｐ３３
Ｐ３４

□消費税確定申告書［控］・添付書類［付表２他］・消費税納税証明書［その１］の写し Ｐ２９

「工事経歴書」関係
□工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し

Ｐ２９

項番１７・１８関係
□①減価償却費として計上した金額を明らかにする書類の写し（法人税確定申告書別表十六（一）及び（二）他）
□②貸借対照表及び損益計算書の写し（法人においては施行規則様式第１５号・第１６号）
□③「資本性借入金」該当証明書の写し

Ｐ３０

4

技術職員等の常勤性・雇用期間関係　　①③は必ず提出、②及び④～⑩は該当する場合のみ提出
□①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票
□②住民税特別徴収税額通知書の写し　　　　□③労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約の写し
□④雇用開始日（健康保険等の資格取得日）を明らかにする書類
□⑤「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）　　　　□⑥個別の労働契約書等の写し又は雇用証明書
□⑦常勤の役員であることを明らかにする書類の写し　　　　□⑧出向者であることを明らかにする書類
□⑨他の行政庁にて受審した前回経審に係る「技術職員名簿」の写し　　　　□⑩技術職員名簿データ（様式Ａ）

Ｐ３０

～

Ｐ３２

確認書類 要領
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